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建設企業の連携によるフロンティア事業 募集要領の概要

Ｈ２２．１２．１７

１．趣旨

建設企業が、連携の強化を図り、技能者等を新規に雇用することにより、維持管理、

エコ建築、耐震、リフォーム等の成長が見込まれる市場の開拓を図る事業を支援する

建設企業の連携によるフロンティア事業を実施する。

２．助成対象者（応募主体）

（１）連携体

○ 少なくとも２以上の建設企業（建設業許可を有する法人であって、建設業に係る売

上高が売上高全体の過半を占める者に限る。）による連携体での申請であること。

注）必要に応じて異業種や研究機関等を連携体の構成員に加えることは可。

（２）新規雇用

○ 連携体又は連携体の構成員のいずれかが、予定する事業期間の過半を超える事

業期間において、事業終了まで新たに技能者、技術者、若年者その他の事業実施に

必要となる人材を１名以上雇用し、事業期間終了後も継続雇用する見込みであるこ

と。

注１）雇用保険の一般被保険者としての雇い入れであること（例：日雇、役員等は不可）。

注２）技能者、技術者及び若年者を主に対象とするが、事務職、営業職等であっても、事業展開に必

要であることが合理的に説明できれば可。

３．助成対象となる事業

助成対象となる事業に明確な制限は設けないが、以下のような成長が見

込まれる分野での市場開拓に資するような事業を対象として想定。

① 建設業又は建設業に関連する事業であって、インフラの維持管理、建物のリフ

ォーム・リニューアル、エコ、耐震、官民連携（PPP/PFI）等の成長が見込まれる分

野での新事業

② 施工の技術やノウハウを活用した新しいサービスの提供など、工事請負以外

の分野での新事業

③ 農林水産業、観光業、介護、環境などの異業種における成長分野で

の本格的事業化
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４．助成金額及び助成対象経費

（１）助成金額

・１，０００万円×１００件程度

・平成２４年１月を目処に、事業の熟度が高く、当初の事業計画以上に成果が上がっ

ており、他への波及効果が高いと見込まれる連携体を再選定する予定。選定案件

については５００万円を追加補助。（概ね１０件程度）

（２）助成対象経費

①謝金、研修費

②旅費

③機械装置・工具導入費（ ）総額の１／４以内

④新規雇用費（月額１人１０万円、 ）総額の１／２以内

⑤調査研究費（ ）総額の１／４以内

⑥販売促進費

⑦その他試行的実施（ ）総額の３／４以内

⑧借料（リース料、レンタル料）

⑨助成対象事業に直接必要な諸経費

・不動産の取得は不可。

・その他、通常活動のための経費、一般的な人件費等公的資金の用途として社会通

念上、不適切と認められる経費の計上は不可。

５．事業の実施期間

○平成２４年１２月３１日までの範囲で任意で設定。

６．募集期間及び提出先

○募集期間：平成２３年２月１５日（火）～平成２３年２月２８日（月）【必着】

（平成２３年１月に全国９の地方ブロックごとの説明会を開催）

○提出先：各地方整備局等（随時、事前相談を受付）

７．選定方法

① 地方整備局等にて書類の形式的な確認（一次審査）

② 審査選定委員会で二次審査を実施し、対象事業の候補を決定

③ ②の結果に基づき、国土交通省が対象事業を選定、通知
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８．審査内容

以下の観点から審査を行う予定。

（１）事業の新規性、革新性

事業の内容が新規性、革新性を有し、需要開拓や市場開拓に有効なものであるか

どうかについて審査。具体的には以下の観点から審査。

・新たに提供又は開発しようとする商品や役務等に新規性、革新性があること

・商品や役務の販売、提供の方法などビジネスモデルに新規性、革新性があること

・異業種や同業種との連携に新規性、革新性があること

（２）事業手法の的確性

新事業がターゲットとする顧客や市場が明確になっており、その事業手

法が的確であるかどうかについて審査。

（３）事業の実現可能性

設定した事業の目標の実現可能性について、実施体制、スケジュー

ル、資金計画等の観点から審査。

（４）雇用創出効果

新規雇用の人数及び継続雇用の見込みに応じて評価。

９．スケジュール

（平成２２年）

・１２月１７日 募集要領の公示

・１２月１７日

～平成２３年２月１５日 事業の相談期間(募集開始まで):

（平成２３年）

・１月１２日～１月２６日 ブロック説明会の開催（全国９ブロック）

・２月１５日～２月２８日 募集期間

・４月中旬 選定事業者の決定

・５月上旬 選定事業者に対する説明会の開催

・５月下旬 事業の開始


